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第４節 安全・安心な暮らしができるバリアフリー社会の実現

Ⅰ 生活環境

１ 住環境の整備

現状と課題

○ ノーマライゼーションの理念に基づき，障がいのある人が住み慣れた地域で安

心していきいきと暮らし，積極的に社会参加できるようにするためには，建築物，

道路，公園，公共交通機関等の施設や設備を安全かつ円滑に利用することができ

るよう，バリアフリー化を進めるとともに，障がいの有無にかかわりなく誰もが

利用しやすい施設や設備をデザインする「ユニバーサルデザイン」（注１）の考え方

を取り入れる必要があります。

（注１） 「ユニバーサルデザイン」とは，できるだけ多くの人（文化・言語・国籍の違い，老若男女とい

った差異，障がい・能力を問わない）が利用できるようにデザイン（設計）するプロセスとその

成果という考え方。

○ 国は，高齢者や障がい者などの自立した日常生活や社会生活を確保することを

目的として，平成 18 年６月に「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律」（以下「バリアフリー法」という。）を制定しました。バリアフリー法

では，旅客施設・車両等，道路，路外駐車場，都市公園及び建築物に対して，バ

リアフリー化基準（移動等円滑化基準）への適合を求めるとともに，公共交通施

設や建築物のバリアフリー化の推進と，駅を中心とした地区や，高齢者や障がい

者などが利用する施設が集中する地区において，住民参加による重点的かつ一体

的なバリアフリー化を進めるための措置などを定めています。

また，北海道では，公共的施設のバリアフリー化に止まらず，交通環境，住環

境を含めた生活空間全体のバリアフリー化や，地域福祉の考え方を取り入れるな

ど，ハード・ソフト両面から総合的に福祉のまちづくりを進める観点から，平成

15 年８月に「北海道福祉のまちづくり条例」を改正しています。

○ 本市は，平成９年３月に旭川市福祉の街づくり環境整備要綱（以下「環境整備

要綱」という。）を改定し，多くの市民が利用する建築物，道路，公園等の施設

を障がいのある人や高齢者など身体の不自由な人を含む，全ての市民が容易に利

用することができるよう，施設の整備に関する指針を定めていますが，バリアフ

リー法や北海道福祉のまちづくり条例が制定されたことで，内容が概ね重複して

いる状況にあります。

また，平成 20 年３月に「だれもが安全に，安心して活動できるまち旭川」を

基本理念とした旭川市バリアフリー基本構想を策定し，安全で快適に活動できる

基盤を整備し，人とのつながりを大切にしたハートフルなまちづくりに取り組ん
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でいるとともに，個人の個性や尊厳が尊重され，多様性が認められる社会や互い

に支え合う地域づくりなどを考慮して，（仮称）旭川市福祉のまちづくり条例の

制定に向けた検討を行っています。

○ 障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには，地域において生活でき

る多様な暮らしの場の確保は極めて重要な課題であり，ユニバーサルデザインに

配慮した市営住宅の整備をはじめ，障がいのある人が安心して生活できるような

住環境の整備に取り組むことが必要です。

○ 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－19）については，高齢者と基礎疾患

のある人が重症化しやすいことから，障がい者福祉施設内の感染症対策の徹底を

指示するとともに，手指消毒用エタノールなどの衛生用品の購入を支援しました。

また，施設内の集団感染発生時には，濃厚接触者等への適切なケアが継続でき

るよう，感染発生施設に対し防護用品を供給し，感染拡大防止を図ることが求め

られます。

施策の方向

障がいのある人が地域で安全・安心に生活し，社会参加できるよう，公共建築

物，道路，公園等の生活空間のバリアフリー化とともに，障がい者福祉施設内の

感染症対策の徹底など，必要な対策を推進します。

具体的施策

(１) 市有施設のバリアフリー化

新設する市有施設のバリアフリー化はもちろんのこと，既存の市有施設につ

いては利用実績や緊急性を勘案しバリアフリー化を推進します。新設する市有

施設のバリアフリー化に当たっては，旭川障害者連絡協議会等関係団体の意

見・要望等を聴き，必要に応じて現地での確認等を行います。

(２) 住まいの改修等に関する相談・情報提供

障がいのある人や高齢者等が地域で安心して生活できるよう，住まいの改修

等に関する相談体制の充実を図るとともに，バリアフリー化についての情報を

提供します。

(３) 日常生活用具給付における住宅改修

障がいのある人の生活の利便性を高めるため，住宅内の手すり等の日常生活

用具の利用を促進します。

(４) ユニバーサルデザインに配慮した市営住宅の整備

入居者誰もが安全に安心して暮らせるよう，ユニバーサルデザインに配慮し

た市営住宅の整備を推進します。
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(５) 環境整備要綱の見直し

バリアフリー法や北海道福祉のまちづくり条例，制定に向けた検討を行って

いる（仮称）旭川市福祉のまちづくり条例との関係性を踏まえ，環境整備要綱

の在り方や役割について検討・整理し，廃止を含めた見直しを行います。

(６) 感染症対策の徹底に向けた周知・啓発（新）

障がい者福祉施設を運営する事業者へ施設内の感染症対策の徹底を周知・啓

発します。

(７) 集団感染発生時に備えた防護用品の備蓄（新）

障がい者福祉施設内の集団感染発生に備え，防護服や手袋等の防護用品を備

蓄するとともに，集団感染発生時には，感染発生施設に対し防護用品を供給し

ます。

２ 障がい者に配慮したまちづくりの推進

現状と課題

○ 障がい者アンケート調査で外出時に困ることや不満に思うことの有無につい

ては，身体障がいのある人では「困ることや不満に思うことがある」が 46.7％

（47.9％），知的障がいのある人では 37.3％（41.6％），精神障がいのある人では

46.2％（45.3％）となっています。

※ （ ）内の数値は，平成 27 年に実施した第３次旭川市障がい者計画の策定

に関する障がい者アンケート調査結果

46.2%

37.3%

46.7%

49.5%

48.0%

43.5%

4.3%

14.7%

9.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

精神障がい者

知的障がい者

身体障がい者

外出時に困ることや不満に思うことの有無

思うことがある 思うことはない  無回答

資料：第４次旭川市障がい者計画の策定に関する障がい者アンケート調査
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○ 外出時に困ることや不満に思うことの有無で「ある」と答えた人のうち，身体

障がいのある人では「雪道の歩行に苦労する」が最も多く 59.7％（59.8％），次

いで「道路や建物の段差が多い」30.0％（34.7％），知的障がいのある人では「コ

ミュニケーションがとりにくい」が最も多く 53.0％（49.4％），次いで「雪道の

歩行に苦労する」33.5％（33.1％），精神障がいのある人では「人の目が気にか

かる」が最も多く 51.3％（49.7％），次いで「雪道の歩行に苦労する」33.2％

（41.8％）の順となっています。

※ （ ）内の数値は，平成 27 年に実施した第３次旭川市障がい者計画の策定

に関する障がい者アンケート調査結果

○ 障がいのある人が自立して生活し，積極的に社会参加していく上では，まち全

体が障がいのある人にとって利用しやすいことが求められます。このため，道路

や建物だけでなく，歩行空間，公共交通機関などの生活空間のバリアフリー化を

推進し，自宅から交通機関，まちなかまで連続した環境の整備を図ることが重要

です。また，自家用車を利用して移動する障がいのある人が，駐車場から施設ま

で円滑に移動できるような配慮も必要です。

資料：第４次旭川市障がい者計画の策定に関する障がい者アンケート調査
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○ 一方，生活空間のバリアフリー化が不十分な場合に，よりきめ細やかに対応す

るためには，「人的な対応」を推進することも必要です。このため，ソフト施策

を活用することにより，ハード・ソフトが一体となった総合的なバリアフリー施

策を構築することが重要です。

○ また，積雪・寒冷といった本市の地域特性などを踏まえ，今後とも，誰もが安

全で快適に行動できる福祉のまちづくりを推進することも重要です。

施策の方向

障がいのある人が地域で安全に安心して生活し，社会参加できるよう，公共交

通機関，歩行空間など生活空間のバリアフリー化を推進し，自宅から交通機関，

まちなかまで連続したバリアフリー環境の整備とともに，ハード整備を補完する

「人的な対応」の促進に努めます。

具体的施策

(１) 市街地等のバリアフリー化の推進

旅客施設を中心とした一定の地域における道路，通路等におけるバリアフリ

ー化を推進します。

(２) 音響式信号機等の整備促進

視覚障がいのある人が安全で円滑に移動できるよう，音響式信号機の整備拡

大を関係機関に要望します。また，市道の視覚障がい者誘導用ブロックの敷設

を引き続き推進します。

(３) 除雪等の推進

玄関前の間口部分の除雪に配慮する住宅前道路除雪事業を推進します。

また，市街地中心部，幹線道路，通学路等における歩道の除雪の充実に努め

ます。

(４) 路上放置物や違法駐車の排除

視覚障がいのある人や車いす使用者等の移動の妨げになる路上放置物や違

法駐車の排除について，関係機関との連携により，啓発・広報や注意指導に努

めます。

(５) 低床バスの導入促進

障がいのある人等がバスを安全かつ身体的負担の少ない方法で利用できる

よう，低床バスの導入促進に努めます。

(６) ハード整備を補完する「人的な対応」の促進

共に支え合う地域福祉を推進する観点から，ハード整備を補完する「人的な
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対応」について，ヘルプマーク及びヘルプカードの普及を通じて，広く啓発し

ます。

（７） （仮称）旭川市福祉のまちづくり条例の制定に向けた検討（新）

個人の個性や尊厳が尊重され，多様性が認められる社会や互いに支え合う地

域づくりなどを考慮して，（仮称）旭川市福祉のまちづくり条例の制定に向け

た検討を行います。

３ 防災・防犯対策の推進

現状と課題

○ 障がい者アンケート調査で災害発生時における避難については，身体障がいの

ある人では「ひとりで避難できる」が最も多く 43.9％（45.7％），次いで「介助

者がいれば避難できる」40.0％（38.8％），「介助者がいても避難することはむず

かしいと思う」10.8％（9.3％）の順となっています。

知的障がいのある人では「介助者がいれば避難できる」が最も多く 52.1％

（57.8％），次いで「ひとりで避難できる」33.2％（31.6％），「介助者がいても

避難することはむずかしいと思う」8.2％（8.1％）の順となっています。

精神障がいのある人では「ひとりで避難できる」が最も多く 58.8％（58.7％），

次いで「介助者がいれば避難できる」32.7％（31.3％），「介助者がいても避難す

ることはむずかしいと思う」5.2％（6.1％）の順となっています。

※ （ ）内の数値は，平成 27 年に実施した第３次旭川市障がい者計画の策定

に関する障がい者アンケート調査結果

58.8%

33.2%

43.9%

32.7%

52.1%

40.0%
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精神障がい者

知的障がい者

身体障がい者

災害発生時の避難

 ひとりで避難できる  介助者がいれば，避難できる

 介助者がいても，避難することはむずかしいと思う 無回答

資料：第４次旭川市障がい者計画の策定に関する障がい者アンケート調査
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○ 障がい者アンケート調査で災害発生時における消防機関への通報については，

身体障がいのある人では「電話を使い，消防機関へ通報ができる」が最も多く

68.2％（71.2％），次いで「通報できない」16.7％（17.3％）の順となっていま

す。

知的障がいのある人では「通報できない」が最も多く 54.8％，次いで「電話を

使い，消防機関へ通報ができる」33.6％の順となっています。

精神障がいのある人では「電話を使い，消防機関へ通報ができる」が最も多く

75.4％，次いで「通報できない」16.9％の順となっています。

○ 障がい者アンケート調査で災害発生時に困ることについては，身体障がいのあ

る人では「安全なところまで，すぐに避難することができない」が最も多く 31.2％

（31.7％），次いで「どのような災害が起こったのか，すぐにはわからない」24.0％

（24.9％），「必要な薬が手に入らない，治療が受けられない」22.2％（22.6％）

の順となっています。

知的障がいのある人では「どのような災害が起こったのか，すぐにはわからな

い」が最も多く 42.2％（46.4％），次いで「まわりの人々とのコミュニケーショ

ンがとれない」34.6％（37.0％），「被害状況，避難の場所，物資の入手方法など

資料：第４次旭川市障がい者計画の策定に関する障がい者アンケート調査
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がわからない」33.4％（38.8％）の順となっています。

精神障がいのある人では「必要な薬が手に入らない，治療を受けられない」が

最も多く 41.9％（41.8％），次いで「被害状況，避難の場所，物資の入手方法な

どがわからない」29.0％（32.6％），「どのような災害が起こったのか，すぐには

わからない」26.7％（34.4％）の順となっています。

こうしたことから，災害発生時には，障がいの特性に応じた細やかな対応が必

要です。

○ 平成23年３月に発生した東日本大震災の教訓から災害対策基本法が改正され，

避難行動要支援者名簿を活用した避難支援等関係者による避難支援がなされる

ように，体制を整備することが求められました。

このことから，災害時に一人では避難が困難な方（以下「避難行動要支援者」

資料：第４次旭川市障がい者計画の策定に関する障がい者アンケート調査
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という。）の避難支援体制の充実・強化を図ることを目的として，本市が行う地

域を中心とした「自助・共助」による取組の推進について広く市民の理解と協力

が得られるよう，従来の旭川市災害時要援護者避難支援ガイドラインを，「旭川

市避難行動要支援者避難支援の手引（全体計画）」に改定しています。

○ 大規模な災害が発生したり，発生するおそれがある場合に，避難行動要支援者

の避難対策として，「避難行動要支援者名簿」を作成し，同意を得た名簿登載者

の名簿情報を避難支援等に取り組む地域の自主防災組織，町内会等に提供して，

平常時からの避難支援等の体制を構築するとともに，避難行動要支援者本人の意

思を尊重した上で個別避難支援計画を策定しておくことが重要です。

○ 災害対策基本法に基づき，旭川市の地域における防災に関し，実施すべき事務

を定めた旭川市地域防災計画において，災害時には，障がいのある人その他の特

に配慮を要する方（以下「要配慮者」という。）が利用する施設の利用者の安全

確保も必要とされています。

また，平時の備えを中心にまちづくりの視点も合わせた事前防災・減災に係る

ハード・ソフト両面での包括的な計画として旭川市強靱化計画を令和２年７月に

策定しています。

○ 本市では，福祉避難所の指定に御協力いただける障がい者福祉施設と協定を結

ぶことにより，福祉避難所の拡充を図っています。

○ 平成 30 年北海道胆振東部地震の影響により北海道内全域で発生した前例のな

い大規模停電の教訓から，災害時用自家発電設備の設置による福祉避難所の充実

をはじめ，災害時に多様な障がい特性に対応した配慮が必要な避難所における受

入れについて，地域における身近な福祉避難所や拠点的な福祉避難所の役割分担，

実際の受入手順，行政職員の配置等について具体的な検討を行うことが求められ

ています。

○ 日頃の支援者が災害時の支援者になるとは限りません。初めて支援者となる方

等に必要な支援の内容を伝えるためにも，自ら困っていることをなかなか伝える

ことが難しい人は，事前にヘルプマークやヘルプカードを作成の上，日頃から携

帯しておくことが重要です。

○ 本市では，消費者の保護と消費生活の安定及び向上を図るため，旭川市消費生

活センターを設置するとともに，悪質商法等に関する消費者情報を共有し，市民

への周知などで協力連携することにより，地域全体で悪質商法等による消費者被

害の未然防止に資することを目的として，旭川市消費者被害防止ネットワークを

設置しています。
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施策の方向

障がいのある人を災害や犯罪から守るため，地域の防災・防犯対策や緊急通報

システムの推進など，安全・安心な暮らしを確保するための基盤づくりを整備し

ます。

具体的施策

(１) 避難行動要支援者等に係る避難支援（新）

地域の避難支援体制の構築を目的として，災害時の避難支援が円滑に行われ

るよう，避難行動要支援者名簿を整備し，本人からの同意を得た場合には，避

難支援等関係者への情報提供とともに，住民同士の交流を深めつつ，実効性の

ある個別避難支援計画策定の普及に努めます。

(２) 日常生活用具の利用促進

自動消火器，聴覚障がい者用屋内信号装置などの防災・防犯関連の日常生活

用具の利用促進を図ります。

(３) 消防機関への緊急通報システムの利用促進

障がいのある人等に対する災害時等の消防機関への各種緊急通報システム

の利用促進を図ります。

（４） 災害発生時に備えた要配慮者利用施設の対策（新）

災害危険箇所内に立地し，障がいのある人が利用する要配慮者利用施設につ

いて，名称，所在地，伝達手段等の施設情報を整備するとともに，災害発生時

には着実に避難準備情報を要配慮者利用施設へ伝達することにより，避難行動

要支援者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。

(５) 福祉避難所の充実と開設・運営手順の策定（新）

福祉避難所に指定されている障がい者福祉施設の拡充や災害時用自家発電

設備の設置を推進するとともに，一般避難所から福祉避難所での受入れに至

る手順のほか，実際に福祉避難所を開設した場合の適切な人員配置計画など，

具体的な検討を行います。

(６) ハード整備を補完する「人的な対応」の促進（再掲）

共に支え合う地域福祉を推進する観点から，ハード整備を補完する「人的な

対応」について，ヘルプマーク及びヘルプカードの普及を通じて，広く啓発し

ます。

(７) 消費者被害の未然防止

悪質商法等による消費者被害やネット通販等による消費者トラブルを未然

に防止するため，消費者への啓発や広報活動を通じて消費者教育を推進します。
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Ⅱ 情報・コミュニケーション

１ 情報提供の充実

現状と課題

○ 近年ＩＣＴ（情報通信技術）の進展は，障がいのある人の情報収集や発信を容

易にするだけではなく，職域の拡大，多様な社会参加の促進などに寄与すること

が期待されています。

また，視覚障がいや聴覚障がいのある人の情報格差の解消を図り，コミュニケ

ーションを確保するため，音声による情報伝達や点字，手話，要約筆記の普及な

どが求められています。

そのため，障がい特性に対応したＩＣＴの利用の促進や，情報提供の充実のほ

か，点訳奉仕員や手話通訳者の養成など，身近なところでのコミュニケーション

の支援に努める必要があります。

○ 旭川点字図書館では，全国の点字図書館や公共図書館等からなる会員をネット

ワークで結ぶ「サピエ」に加盟し，全国のサピエ会員施設が所蔵する点字・録音

図書の書誌情報やデータを保有する「サピエ図書館」を利用することができます。

○ ＩＣＴを利用することに不得手な障がいのある人については，これまでの情報

提供に係る事業を推進し，必要な情報が確保されるよう配慮することも必要です。

施策の方向

ＩＣＴの活用により，障がいのある人の個々の能力を引き出し，自立と社会参

加を支援するとともに，障がいにより情報格差が生じないよう，既存の事業につ

いても推進します。

具体的施策

(１) 視覚障がいのある人への情報提供方法の拡充

視覚障がいのある人に対し情報を提供するに当たっては，内容や希望に応じ

て，文書の場合は点字化，音声コード化及び音声化，ホームページ等の場合は

音声読み上げソフトへの対応などに可能な限り努めます。

(２) 点字シールの貼付

視覚障がいのある人への市の発送文書は，本人の求めに応じて封筒に差出元

等を表示した点字シールを貼付します。

(３) 視覚障がいのある人への情報提供の推進

視聴覚ライブラリー等，障がいのある人へのサービスを引き続き推進します。
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２ 意思疎通支援の充実

現状と課題

○ 障がいのある人の自立と社会参加を促進するためには様々な社会環境が整備

されることが必要ですが，対人コミュニケーションを十分果たせるよう支援する

ことも重要です。

○ 本市では，手話が言語であるとの認識に基づき，手話を学ぶ機会の拡大を図る

とともに，手話通訳者の確保や養成に努めることなどを内容とする条例の制定に

取り組み，平成 28 年７月に「旭川市手話言語に関する基本条例」を制定しまし

た。条例の制定後は，手話に対する市民の理解を深めるための取組をより一層推

進しています。

○ 聴覚障がいのある人には手話を使用しない方も多くいることから，文字や図に

より情報を提供したり，意思疎通の支援に当たって，要約筆記者や盲ろう者向け

通訳・介助員を養成・派遣することも必要です。

○ 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－19）の感染拡大の影響により，聴覚

障がいのある人が行政機関や保健所等への相談や病院への受診等に際して，手話

通訳者等の同行が困難な状況が生じる可能性があります。

そのため，聴覚障がいのある人が安心して相談等できる体制の整備を図る必要

があります。

施策の方向

コミュニケーション支援を必要とする障がいのある人の特性に応じた体制の

充実を図ります。

具体的施策

(１) 「旭川市手話言語に関する基本条例」に基づく取組の推進

「旭川市手話言語に関する基本条例」を制定したことを踏まえて，手話に係

わる施策を推進するとともに，附属機関において実施状況の点検等を行います。

(２) 手話通訳者の派遣の推進

聴覚障がいのある人の自立や社会参加を一層促進するため，手話通訳者・要

約筆記者等の派遣体制の充実を図ります。また，市長の記者会見時に手話通訳

者を同席させることや緊急時における手話通訳者等の派遣体制の充実を図り

ます。
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(３) 人材の養成

点訳奉仕員や朗読ボランティアなど，視覚障がいのある人のコミュニケーシ

ョンを支援する人材を養成します。

(４) 障がいの特性に応じたコミュニケーション方法の啓発・普及の推進

障がいのある人とのコミュニケーションを円滑にするために，障がいの特性

に応じて，筆談，手話，読み上げなどによるコミュニケーションや，分かりや

すい表現を使った意思疎通に配慮するといった，障がいに関する正しい知識の

取得や理解につながる取組の啓発・普及を推進します。

（５） 遠隔手話サービスの推進（新）

感染症の感染拡大等の影響により手話通訳者等の同行が困難な状況が生じ

た場合，手話通訳者等による遠隔手話サービスを実施します。

また，遠隔手話についての広報や啓発を推進します。


